
第８次新潟県地域保健医療計画（小児医療）の
進捗状況等について

資料２



医療法第30条の４第１項に基づき、国が定める基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、
医療提供体制の確保を図るために都道府県が策定するもの。

１ 概要

令和６年度から令和11年度までの６年間
２ 計画期間

３ ７次計画からの主な変更点

５疾病・６事業及び在宅医療などについて、ロジックモデルを追加

１現状

２課題

３目指す状態
・最終アウトカム
・中間アウトカム
・初期アウトカム

４個別施策

【計画本文】
【ロジックモデル】

まず最初に最終アウトカムを設定し、中間アウトカム、初期アウトカム、個別施策の順に記載

第８次新潟県地域保健医療計画の進捗状況の確認ついて

〇国の通知に基づき、ロジックモデルの数値目標の進捗状況の把握、評価を定期的に実施。
〇本県では、例年、小児医療ワーキングに対して、医療計画の進捗状況に対する意見照会を行っている。

⇒今回、医療計画の進捗状況について、小児医療協議会に対して意見を求めることとするもの。
（協議会とWGの構成員が重複しているため） 2
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１ 現状
小児科医師数などの医療資源や患者動向などについて、現状を示す主な数値等を記載

２ 課題

※２～４については以下（１）～（７）の区分ごとに記載
【区分設定の考え方】
・７次計画で設定していた区分（１）～（６）は継続
・これまでの震災を踏まえた国の研究や検討において、現状の災害医療体制では小児・周産期医療に
関して準備不足であると指摘されていること、今回の国指針で新興感染症対策が示されたことから、
これらを「（７）災害・新興感染症対策」として追加

（１）共通、（２）相談支援等、（３）初期小児医療、（４）第二次小児医療、（５）第三次小児医療、
（６）療養・療育、（７）災害・新興感染症対策

３ 目指す状態

４ 個別施策

本県における小児医療の課題を記載

本県が目指す小児医療の姿を最終アウトカムとして設定し、最終アウトカムを実現するための
状態を中間アウトカム、中間アウトカムを実現するための状態を初期アウトカムとして、それぞ
れ記載

目指すべき姿に近づけるための施策を記載

第８次新潟県地域保健医療計画（小児医療）の主な構成
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１ 目指す姿（最終アウトカム）

小児の成長と発達が支えられているとともに、小児とその家族が良質かつ適切な小児医療や必要な
医療的支援等を受け、安心して生活することができている。

２ 中間アウトカム・初期アウトカム

（１）共通
相談支援、初期小児医療、第二次小児医療、第三次小児医療、療養・療育、災害・新興感染症

対策を適切に行うために必要な体制が整っている。
①小児医療に必要な医師が確保されている。
②医療資源が有効活用され、医療の質の向上が図られている。
③医療機関の役割が明確化し、相互に連携できている。
④地理的条件が不利な地域においても小児医療が確保されている。
⑤出生後の小児患者が周産期医療から小児医療へ円滑に移行している。
⑥小児期と成人期の診療科・医療機関が連携し、小児医療から成人医療へ患者が円滑に移行している。

（２）相談支援等
いつでも子どもの健康や発達、症状等について相談することができ、保護者の不安が解消されている。
①子どもの健康等についてかかりつけ医等に相談することができる。
②休日・夜間の子どもの急病時に保護者が相談できる体制が整備されている。

（３）初期小児医療
地域で初期救急を含む小児医療を受けることができる。
①予防医療を含む一般小児医療が適切に提供されている。
②適切な受診行動が促進されている。
③地域の実情に応じた初期救急体制が整備されている。

第８次新潟県地域保健医療計画（小児医療）の主な内容①
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（４）第二次小児医療
小児の症状に応じた専門的な医療や、入院を要する小児の救急医療を24時間受けることができる。
①小児の入院医療が24時間体制で提供されている。
②入退院の調整が円滑に行われている。
③小児患者が適切に救急搬送されている。

（５）第三次小児医療
高度専門的な小児医療を受けることができる。
①高度な小児専門医療に必要となる機能が整備されている。
②重篤な小児救急患者に対応できる体制が整備されている。

（６）療養・療育
生活の場での療養・療育が必要な小児やその家族が安心して療養・療育できている。
①医療機関、訪問看護事業所、障害福祉サービス事業所等が連携し、総合的な支援等を行う体制が
整備されている。

②診療所等が安心して小児在宅医療に取り組める環境が整備されている。
③家族の身体的、精神的負担が軽減されている。

（７）災害・新興感染症対策
災害や新興感染症の発生時等においても、適切な小児医療を受けることができる。
①災害時に既存のネットワークが有効活用できる体制が整っている。
②新興感染症の発生・蔓延時においても小児医療が確保され、適切にトリアージや入院等ができる
体制が整備されている。

第８次新潟県地域保健医療計画（小児医療）の主な内容②
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第８次新潟県地域保健医療計画（小児医療）個別の指標の対応方針

アウトカム

Ｃ 10

適切な受診行動が促進されてい
る。

〈小児人口当たりの時間外外来受
診回数〉

Ｃ 13

入退院の調整が円滑に行われてい
る。

〈退院支援を受けたNICU・GCU入
院児（入退院支援加算３）の算定回
数〉

№ 最終アウトカム実現のため、より対応が必要なアウトカム及び指標についての今後の対応方針

・小児人口当たりの時間外来診療料等の算定回数は、R3から大幅に増加した。

【今後の検討】
・R5（新型コロナの5類感染症移行後）以降の数値も注視するとともに、今後、必要に応じて要因の分析を行い、問題の
把握、解決策の検討を行う。

〈参考値：H28～R2の小児人口当たりの時間外外来受診回数〉
H28：21,083回　H29：19,239回　H30：28,632回　R1：30,721回　R2：25,017回

【補足】
・R4以降は、新型コロナウイルス感染症対策の緩和に伴い、インフルエンザ等の感染症が増加し、夜間の熱発などで
時間外外来を受診する小児患者数が増加した可能性が想定される。

・指標となっている「入退院支援加算３の算定回数」は、令和３年の基準値と比べると、大きく減少している。
・当該加算は、特定の業務において一定の経験年数を有する専任の看護師及び専従の社会福祉士の配置を要件とし
ており、特定のスタッフが休職や退職などにより欠けてしまうことで加算が取れなくなる。

【今後の検討】
・当該指標については、特定の職員が欠けた場合に同程度の職員を補充することでしか加算要件を維持することがで
きない。人員補充以外の病院側の努力で入退院支援の質を維持したとしても、その努力は評価されない指標となって
いる。
・令和８年度に医療計画の中間見直しにおいて、当該指標の要否等（指標の基準年の見直しを含む）について検討す
ることとしたい。

〈参考値：入退院支援加算３の内訳〉　※10回未満は「＊」で表示
下越　R3:73回　R4: ＊ 　 R5: 0回
新潟　R3:31回　R4:23回　R5:30回
中越　R3:38回　R4: ＊ 　 R5:14回
※上記以外の圏域は実績なし

基準年

（R3）
最新

（R5）

33,003回 74,931回

＋41,928回

（＋127％）

【目標：減少させる】

【目標：増加させる】

基準年

（R3）

最新

（R5）

142回 44回

▲98回

（▲69％）

（R4）

50,815回

23回

（R4）
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